
平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 （ 郵 便 を 出 す 日 ） 

 

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 地 ○ 号  

○ ○ ○ 株 式 （ 有 限 ） 会 社 【 契 約 先 の 会 社 名 】 

代 表 取 締 役 【 代 表 者 名 】 殿  

 

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 地 ○ 号  

通 知 人 【 中 途 解 約 を 行 う 方 の 氏 名 】 ㊞  

 

               通  知  書  

 私 は 、 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 に 、 貴 塾

と 【 ご 子 息 名 】 の 受 講 契 約 （ ○ ○ ○ 学 習 コ

ー ス  会 員 番 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ）を 結 び ま

し た が 、 先 日 、 都 合 に よ り 解 約 の 申 込 み を

し た と こ ろ 、 貴 社 社 員 の ○ ○ 氏 か ら 、 顧 客

都 合 に よ る 解 約 の 場 合 、契 約 金 の 返 金 に は

一 切 応 じ ら れ な い と い う 回 答 を い た だ き

ま し た 。  

し か し な が ら 、 特 定 商 取 引 法 の 規 定 で は 、

対 象 役 務 金 額 が ５ 万 円 以 上 で 、契 約 期 間 が

２ ヶ 月 を 超 え る 学 習 塾 の 受 講 契 約 に つ い

て は 、理 由 を 問 わ ず 中 途 解 約 が で き る と な

っ て お り 、 更 に 、 損 害 賠 償 額 の 上 限 は 、 ２

万 円 ま た は 1 ヶ 月 分 の 役 務 の 対 価 に 相 当

す る 額 の い ず れ か 低 い 額 で あ る と 定 め ら

れ て お り ま す 。  



従 っ て 、 貴 社 は 、 サ ー ビ ス の 未 提 供 分 で あ

る ○ ○ ○ ， ○ ○ ○ 円 か ら 、 法 で 定 め ら れ た

上 限 金 額 で あ る ２ 万 円 を 差 し 引 い た ○ ○

○ ，○ ○ ○ 円 を 速 や か に 当 方 に 返 金 す る 法

的 義 務 が あ り ま す 。  

そ こ で 、 私 は 、 本 書 を も っ て 、 上 記 契 約 の

中 途 解 約 を 通 知 す る と 共 に 、速 や か に ○ ○

○ ，○ ○ ○ 円 を ご 返 金 い た だ く よ う 要 求 い

た し ま す 。  

ご 返 金 に つ き ま し て は 、 本 書 到 達 後 、 １ ヶ

月 以 内 に ○ ○ ○ 銀 行 ○ ○ ○ 支 店  普 通 預

金  口 座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 【 口 座 名 義 】 あ て

に お 振 込 み 下 さ い 。  

返 金 が な さ れ な い 場 合 、 違 法 行 為 と し て 、

法 的 手 段 も 検 討 せ ざ る を 得 ま せ ん の で 、あ

ら か じ め ご 了 承 下 さ い 。  

以 上  

 


